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子会社の吸収分割に伴う特別利益（抱合せ株式消滅差益）の計上に関するお知らせ 

 

当社は、平成 26年 11 月 25 日付「連結子会社との会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ」

で開示いたしましたとおり、平成 27年 2月 1 日をもって、連結子会社（当社 100％子会社）であ

る株式会社トーホーマーケティングサポートの業務用食品（酒類を除く）の仕入・調達事業を会

社分割（簡易吸収分割）により当社が承継いたしました。 

この承継に伴い、当社の個別決算において特別利益を計上することとなり、その金額が確定い

たしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１．内容 

  吸収分割効力発生日（平成 27年 2月 1 日）において、分割会社（株式会社トーホーマーケテ

ィングサポート）から承継した純資産と、当社が保有する同社株式の帳簿価額のうち当該承継

純資産に対応する額との差額を、「抱合せ株式消滅差益」として特別利益に計上いたします。 

 （１）特別利益の金額：1,101 百万円 

 （２）発  生  日：平成 27年 2月 1日 

 

２．業績に与える影響 

 （１）連結決算 

株式会社トーホーマーケティングサポートは当社の 100％子会社であるため、連結決算に与

える影響はありません。 

 （２）個別決算 

平成 28 年 1 月期において特別利益（抱合せ株式消滅差益）1,101 百万円を計上いたします。 

 

  

以 上 

 

 

 


